
 現行の入札・契約制度（工事請負契約） 

                                 令和６年４月１日現在 

 

ＷＴＯ対応 

１  一 般 競 争 入 札  

    ２７億２，０００万円以上    

 

※ ＷＴＯ対応とは、 

・ＷＴＯ（世界貿易機関）の「政府調達協定」の適用を受ける工事。 

     ・競争参加者の資格として、事業所の所在地を要件とすることはできない。 

     ・最低制限価格を設けることはできない。低入札価格調査制度を適用。 

 

 

制 限 付 

２  一 般 競 争 入 札 

    土木、水道施設  ２，５００万円以上 

建築       ４，５００万円以上 

電気、管     １，２００万円以上 

造園       ２，０００万円以上 

その他          １億円以上 

     

※ 所在地要件等の入札参加条件を定めて公告し、履行が可能な参加者を募り、入札に 

     による競争の結果、原則として、一番低い価格で入札した者と契約を締結するもの。 

       

３  指 名 競 争 入 札    

 

※ 入札参加資格を有する者のうちから、工事の施工能力が適当であると認める特定多

数の競争参加者を選んで指名し、入札による競争の結果、原則として、一番低い価格で

入札した者と契約を締結するもの。 

 

４  随  意  契  約     

  

※ 競争入札の方法によらないで、任意に一定の相手を選定し、契約を締結するもの。 

 

〔総合評価方式〕 

※ 平成１７年４月に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づき、

公共工事の品質を確保するための一つの手段として、平成１８年度から導入。 

価格に加え、品質を高めるための創意工夫や施工実績など、価格以外の技術的な要

素を含め、総合的に評価し、落札者を決定するもの。 

ＪＶ（共同企業体）工事 

① 自主結成 

② 原則２社又は３社 

③ 土木、港湾、建築 ５億円以上 

その他           ２億円以上 

 


